
（令和８年１月改正版） 
広告掲載仕様書 

 
■かわさき労働情報への広告掲載について          

１ 広告掲載の規格・金額 

掲載位置は、表紙及び裏表紙以外の中面（掲載位置の指定はできません）となります。 

スペース（縦×横） 枠数 色数 広告料（１枠・税込） 

(1) 9.9 ㎝×21 ㎝ (A4 の 1/3) 

(2) 7.4 ㎝×21 ㎝ (A4 の 1/4) 
１枠のみ/月 多色 

(1) 12,000 円 

(2)  9,000 円 

※詳細は、別紙「川崎市労働情報広告取扱要領」のとおりです。 

※広告の規格には、広告掲載に必要な余白部分を含みます。 

※広告料には、制作費（版下・デザイン）は含んでいません。 

※原稿内に、広告である旨の明記をお願いいたします。 

 

２ 広告掲載料金の割引について 

年間３回以上掲載の場合、次の表の割引率を適用いたします。 

３～５回掲載／年 ６～８回掲載／年 ９～１１回掲載／年 １２回掲載／年 

１０％割引 １５％割引 ２０％割引 ２５％割引 

※年間とは一会計年度内であり、翌年の４月号までの掲載とします。 

※別紙「労働情報広告掲載料金表」をご参照ください。 

 

３ 広告掲載料の遅延損害金について 

（１）「５ 掲載号と締切り日程」に記載の広告料納付期限までに納付しないときは、遅延損害金を徴収する

ものとし、その額は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納額（１，０００円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。）に民法第４０４条及び第４１９条第１項の規定による割合を乗じて計算

した額（１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨てる。）とする。  

（２） 遅延損害金の年あたりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とする。  

 

４ 掲載内容 

申込時・入稿前に原稿内容の審査を受けていただきます。 

※「川崎市広告掲載要綱第５条」、「川崎市広告掲載基準」の規定を準用 

 

５ 掲載号と締切り日程 

掲載号 発行日 
広告掲載 

広告料納付期限 
申込締切 原稿締切（予定） 

５月号 5 月 1 日 2 月 27 日 3 月 31 日 4 月 30 日 

６月号 6 月 1 日 3 月 31 日 4 月 30 日 5 月 29 日 

７月号 7 月 1 日 4 月 30 日 5 月 29 日 6 月 30 日 

８月号 8 月 1 日 5 月 29 日 6 月 30 日 7 月 31 日 

９月号 9 月 1 日 6 月 30 日 7 月 31 日 8 月 31 日 



１０月号 10 月 1 日 7 月 31 日 8 月 31 日 9 月 30 日 

１１月号 11 月 1 日 8 月 31 日 9 月 30 日 10 月 30 日 

１２月号 12 月 1 日 9 月 30 日 10 月 30 日 11 月 30 日 

１月号 1 月 1 日 10 月 30 日 11 月 30 日 12 月 25 日 

２月号 2 月 1 日 11 月 30 日 12 月 25 日 1 月 29 日 

３月号 3 月 1 日 12 月 25 日 1 月 29 日 2 月 26 日 

４月号 4 月 1 日 1 月 29 日 2 月 26 日 3 月 31 日 

 
 
６ 手続き及び応募上の注意点 

（１）「川崎市労働情報広告取扱要領」に基づいてお手続きいただきます。 

（２）申込時に、広告内容が分かるチラシ等を併せてご提出ください。（複数回申込みの際は決まり次第） 

（３）年間３回以上の申込みを希望する場合は、初回の申込時にその旨の申請をしてください。 

後日の申込みによって年間３回以上となった場合、割引を適用することはできません。 

広告掲載料は一括で納付してください。 

（４）複数回、申込む場合は、初回の申込締切に間に合うように申込みしてください。なお、原稿の提出は、

各掲載号ごとになります。 

（５）申込書（第１号様式）を提出後、掲載承諾・不承諾通知（第２，３号様式）を発行いたします。 

掲載承諾の場合は、確認書（第４号様式）を併せてお送りしますので、署名・押印の上、指定した期 

日内にご返送ください（１万円以上の場合は印紙の添付が必要です）。 

（６）広告料については、申込み完了後に納入通知書を送付いたしますので、期日までに金融機関で納 

入してください。 

 

７ バックナンバーについて 

以下のＵＲＬでご確認ください。 

https://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/282-3-1-0-0-0-0-0-0-0.html 

川崎市 HP トップページ/事業者/起業・創業・ベンチャー支援/雇用・就労支援/働く市民と事業主の皆

さんへ －かわさき労働情報－ 

 

８ 発信先について 

  紙発行        → 市役所等市内施設、県内労働関係施設など（６００部） 

   オンライン配信 → 川崎市 HP、メルマガ（メールニュースかわさき）、経済労働局 X など   

川崎市経済労働局労働雇用部 水口担当 

TEL 044-200-3653 / FAX 044-200-3598 

E-mail：28roudou@city.kawasaki.jp 

https://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/282-3-1-0-0-0-0-0-0-0.html
mailto:28roudou@city.kawasaki.jp


■労働情報広告掲載料金表 

割引後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

割引額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 広告サイズは毎号同一でなくともよいものとする。 

＊ 広告掲載料の算出方法は、１回分の掲載料を元に算出した総額に、年間掲載回数に応じた割引率を 

適用し、算出するものとする。 

（例）Ａ４ 1/3 サイズを３回、Ａ４ 1/4 サイズを３回掲載した場合 

   広告掲載料：５３，５５０円 

〔 １２，０００円×(３回) + ９，０００円×(３回) 〕× ８５％（６回掲載の割引率適用） 

割引 Ａ４　１/３ページ Ａ４　１/４ページ

なし 0 0
なし 0 0
10% 3,600 2,700
10% 4,800 3,600
10% 6,000 4,500
15% 10,800 8,100
15% 12,600 9,450
15% 14,400 10,800
20% 21,600 16,200
20% 24,000 18,000
20% 26,400 19,800

広告料（１２回） 25% 36,000 27,000

広告料（６回）
広告料（７回）
広告料（８回）
広告料（９回）
広告料（１０回）
広告料（１１回）

規格
広告料（１回）
広告料（２回）
広告料（３回）
広告料（４回）
広告料（５回）

割引 Ａ４　１/３ページ Ａ４　１/４ページ

なし 12,000 9,000
なし 24,000 18,000
10% 32,400 24,300
10% 43,200 32,400
10% 54,000 40,500
15% 61,200 45,900
15% 71,400 53,550
15% 81,600 61,200
20% 86,400 64,800
20% 96,000 72,000
20% 105,600 79,200

広告料（１２回） 25% 108,000 81,000

広告料（６回）
広告料（７回）
広告料（８回）
広告料（９回）
広告料（１０回）
広告料（１１回）

規格
広告料（１回）
広告料（２回）
広告料（３回）
広告料（４回）
広告料（５回）


